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埼玉県子どもの権利擁護委員会条例 

                   平成１４年３月２９日 

              条例第２４号 

改正  平成２１年１２月２５日条例第７０号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもに対する身体的又は精

神的な暴力等子どもの権利の侵害に関して簡易

迅速な救済を行うため、埼玉県子どもの権利擁護

委員会に関し必要な事項を定め、もって子どもの

権利の侵害を防止し、心身の健全な成長を図るこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、１８歳未満

の者及びこれに準ずる者として規則で定める者を

いう。 

２ この条例において「県の機関」とは、県の執行機

関、公営企業管理者、病院事業管理者、下水道

事業管理者、警察本部（警察署を含む。）又はこ

れらに置かれる機関をいう。 

（埼玉県子どもの権利擁護委員会の設置等） 

第３条 県は、子どもの権利の侵害（県内に住所を

有し、又は在勤し、若しくは在学する子どもに係る

ものに限る。以下同じ。）に関する救済を行う機関

として、埼玉県子どもの権利擁護委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１３８条の４第３項の規定に基づく知事の附

属機関とする。 

３ 県は、委員会との連携を図り、児童の権利に関  

する条約及びこの条例の趣旨の啓発を図るととも 

に、子どもの権利の擁護に必要な施策を推進す

るものとする。 

４ 県民は、家庭、学校、地域社会等において、子

どもの心身の成長及び人格形成に重大な影響を

与える暴力等子どもの権利の侵害を防止するとと

もに、委員会の職務の遂行に協力するよう努めな

ければならない。 

（委員会の組織等） 

第４条 委員会は、委員３人をもって組織する。 

２ 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員は、人格が高潔で、子どもの権利に関し優

れた識見を有する者のうちから知事が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。 

６ 委員は、再任されることができる。ただし、任期を

通算して６年を超えることはできない。 

７ 知事は、委員が心身の故障のため職務の遂行

に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務

違反その他委員たるに適しない非行があると認め

るときは、これを解嘱することができる。 

（委員会の職務） 

第５条 委員会は、次に掲げる職務を行う。 

 一 子どもの権利の侵害に関する相談に関して、

必要な助言及び支援を行うこと。 

 二 子どもの権利の侵害に関する救済の申立て

等に関して、調査、勧告、意見表明、要請等を

行うこと。 

 三 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

 四 その他子どもの権利の擁護に関する普及啓

発を行うこと。 

（委員の責務） 

第６条 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行

しなければならない。 

２ 委員は、関係する県の機関との連携を図り、職

務の円滑な遂行に努めなければならない。 

３ 委員は、相談又は救済の申立てを行った者に

不利益が生じないように、その職務を遂行しなけ

ればならない。 

４ 委員は、その地位を政党又は政治的目的のた

めに利用してはならない。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。 

（兼職の禁止） 

第７条 委員は、地方公共団体の議会の議員若し

くは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ね

ることができない。 

２ 委員は、県と特別な利害関係にある法人その他

の団体の役員と兼ねることができない。 

（救済の申立て） 

第８条 何人も、知事に対し、子どもの権利の侵害
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に係る事項について、文書又は口頭により、救済

を申し立てることができる。 

２ 知事は、前項の規定による申立てに係る事項に

ついての調査等を委員会に速やかに付託するも

のとする。 

（調査） 

第９条 委員会は、前条第２項の規定により付託が

あった場合には、当該申立てに係る事項につい

て調査をするものとする。ただし、当該申立てが

次の各号のいずれかに該当すると認められる場

合は、この限りでない。 

 一 判決、裁決等により確定した権利関係に関す

る事案であるとき。 

 二 裁判所において係争中の事案及び行政庁に

おいて不服申立ての審理中の権利関係に関す

る事案であるとき。 

 三 議会に請願又は陳情を行っている事案である

とき。 

 四 申立ての原因となった事実のあった日から３

年を経過している事案であるとき。ただし、正当

な理由があるときを除く。 

 五 前各号に掲げるもののほか、調査することが

適当でないと認められる事案として規則で定め

るものであるとき。 

２ 委員会は、前項に定めるもののほか、子どもが

現に権利の侵害を受けており、その救済のため

緊急の必要性があると認めるときは、当該権利の

侵害の事実について調査をすることができる。 

３ 委員会は、前条の規定による申立てが救済に係

る子ども又はその保護者以外の者からなされた場

合及び前項の規定による調査をする場合におい

ては、当該子ども又は保護者の同意を得て調査

をしなければならない。ただし、当該子どもが置か

れている状況等を考慮し、委員会がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

４ 委員会は、第１項ただし書の規定により調査をし

ない場合は、その旨を理由を付して、申立てを行

った者（以下「申立人」という。）に速やかに通知し

なければならない。 

（調査の中止等） 

第１０条 委員会は、調査を開始した後においても、

前条第１項各号のいずれかに該当することとなっ

たときその他その必要がないと認めるときは、調

査を一時中止し、又は打ち切ることができる。 

２ 委員会は、調査を一時中止し、又は打ち切った

ときは、その旨を理由を付して、申立人又は前条

第３項の同意を得た者（以下「申立人等」という。）

に速やかに通知しなければならない。 

（県の機関に対する調査等） 

第１１条 委員会は、県の機関に対し調査を開始す

るときは、当該機関に対し、その旨を通知するも

のとする。 

２ 委員会は、調査のため必要があると認めるとき

は、子どもの権利の侵害に関する救済を図るため

必要な限度において、県の機関に対し、資料の

提出及び説明を求めることができる。 

３ 委員会は、調査の結果必要があると認めるとき

は、権利の侵害の是正のための調整（以下単に

「調整」という。）を行うことができる。 

４ 委員会は、調査及び調整の結果について、申

立人等に速やかに通知するものとする。ただし、

第１３条第４項の規定により通知する場合は、この

限りでない。 

５ 県の機関は、委員会の職務の遂行に関して、そ

の独立性を尊重するとともに、積極的に協力し、

及び援助しなければならない。 

（県の機関以外のものに対する調査等） 

第１２条 委員会は、調査のため必要があると認め

るときは、子どもの権利の侵害に関する救済を図

るため必要な限度において、県の機関以外のも

のに対し、資料の提出及び説明について協力を

求めることができる。 

２ 委員会は、調査の結果必要があると認めるとき

は、調整について協力を求めることができる。 

３ 委員会は、調査又は調整の結果について、申

立人等に速やかに通知するものとする。 

（県の機関に対する勧告等） 

第１３条 委員会は、必要があると認めるときは、関

係する県の機関に対し、次に掲げる事項につい

て勧告又は意見表明をすることができる。 

 一 当該県の機関が自ら是正その他必要な措置

を講ずるよう求めること。 
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 二 当該県の機関が県の機関以外のもの（当該

県の機関が法令に基づく監督の権限を有するも

のに限る。）に対し是正その他必要な措置を講

ずるよう求めること。 

２ 県の機関は、前項の規定による勧告又は意見

表明を受けたときは、当該勧告又は意見表明を

尊重しなければならない。 

３ 委員会は、第１項の規定により勧告又は意見表

明をしたときは、県の機関に対し、是正その他必

要な措置の状況について、相当の期限を付して

報告を求めるものとする。 

４ 委員会は、第１項の規定により勧告又は意見表

明をしたとき及び前項の規定による報告があった

ときは、その内容を申立人等に速やかに通知しな

ければならない。 

５ 委員会は、第１項の規定による勧告又は意見表

明及び第３項の規定による報告の内容を公表す

ることができる。 

（県の機関以外のものに対する要請） 

第１４条 委員会は、県の機関以外のものが、重大

な子どもの権利の侵害を行っていると認められる

場合において、第１２条第１項の資料の提出及び

説明の求めに応じないとき又は同条第２項の調整

にもかかわらず是正のための取組を行っていない

と認められるときは、当該県の機関以外のものに

対し、これらの求めに応じ、又は是正その他必要

な措置を講ずるよう要請することができる。 

（申立ての処理の状況等の報告及び公表） 

第１５条 委員会は、救済の申立ての処理の状況

等について、知事に報告するとともに、毎年度１

回、当該処理の状況等に係る報告書を作成し、

公表するものとする。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して９月を超えな

い範囲内において規則で定める日から施行する。

ただし、第１条から第４条まで、第５条第４号、第６条、

第７条及び第１６条の規定は、平成１４年８月１日か

ら施行する。（平成１４年１１月規則第１１１号で、同

１４年１１月１日から施行） 

附 則（平成２１年１２月２５日条例第７０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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埼玉県子どもの権利擁護委員会条例施行規則 

              平成１４年７月３０日 

                  規則第９５号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、埼玉県子どもの権利擁護委員

会条例（平成１４年埼玉県条例第２４号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（子どもの定義） 

第２条 条例第２条第１項に規定する規則で定める

者は、年齢が１８歳又は１９歳の者で、次に掲げる

学校又は施設に在学し、又は入所しているものを

いう。 

 一 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定め 

る高等学校又は中等教育学校 

 二 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定

める児童福祉施設 

 三 前２号に掲げる学校又は施設に準ずる学校

又は施設 

（委員会の会議） 

第３条 埼玉県子どもの権利擁護委員会（以下「委

員会」という。）の会議は、委員長が招集し、その

議長となる。 

２ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじ

め指名する委員が、その職務を代理する。 

３ 委員会の会議は、委員（委員長を含む。以下同

じ。）の２人以上が出席しなければ、開くことができ

ない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決

する。 

５ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の

出席を求め、その意見を聴くことができる。 

６ 委員会の会議は、公開する。ただし、出席した

委員の３分の２以上の多数で議決したときは、公

開しないことができる。 

（調査専門員の設置） 

第４条 子どもの権利の侵害に関する救済の申立

て等に関して、専門的な調査等を行うため、調査

専門員を置く。 

２ 調査専門員は、前項の調査等に係る事項に関

し専門的な識見を有する者のうちから、知事が任

命する。 

３ 条例第六条及び第７条の規定は、調査専門員

について準用する。 

（救済の申立書等） 

第５条 条例第八条第一項の規定による救済の申

立て（以下「申立て」という。）は、文書による場合

にあっては次に掲げる事項を記載した申立書を

提出し、口頭による場合にあっては当該事項を申

述してこれを行う。 

 一 申立てを行う者の氏名、年齢、住所及び電話

番号 

 二 申立てを行う者が子どもである場合にあって

は、在学する学校、入所している施設又は勤務

先の名称及び所在地 

 三 申立ての趣旨及び申立てに係る事実 

 四 申立てに係る権利の侵害があった日 

 五 他の機関への相談等の状況 

２ 知事は、口頭による申立てがあったときは、前項

各号に規定する事項を当該職員等に聴取させ、

書面に記録させるものとする。 

（調査することが適当でない事案） 

第６条 条例第９条第１項第５号の調査することが

適当でないと認められる事案として規則で定める

ものは、次のとおりとする。 

 一 条例に基づく委員会の行為に関する事案 

 二 申立てに重大な虚偽があることが明らかであ

る事案 

 三 具体的な権利の侵害行為を含まない事案 

 四 前３号に掲げるもののほか、委員会が条例の

目的に合致しないものとして調査することが適当

でないと認める事案 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項

は、知事が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成１４年８月１日から施行する。た

だし、第５条及び第６条の規定は、条例の施行の日

から施行する。 

       


